
議 事 要 旨 記 録 票 

日 時 令和３年３月 19日（金） 午後５時３０分～午後 5時 50分 

場 所 日野市役所 505会議室 

会議件名 第 4回日野市特措法新型コロナウイルス対策本部会議 

主な議題 緊急事態宣言解除に向けた対応について 

参 加 者 

市長、副市長、教育長、消防署副署長、議会事務局長、企画部長、総務部長、総務

部参事、市民部長、環境共生部長、産業スポーツ部長、健康福祉部長、子ども部

長、教育部長、教育部参事、会計管理者、市立病院事務長、議会事務局次長、市長

公室長、防災安全課長、産業振興課長、総務課長、健康課長、健康課主幹、建築指

導課長（まちづくり部長代理） 

配布資料 （1） レジメ 

結 果 

 

了承（意見なし）
 

了承（意見あり）
 

要修正・再説明
 

不承諾
 

情報共有のみ
  

主な内容 

（進行：副市長） 

１ 本部長から 

・国の本部会議が開催され、21日をもって 1都 3県に対する緊急事態宣言が解除

されることが決定された。 

・本日は宣言解除後の 22 日月曜日からの市の対応について、宣言中の対応から

変更する点を中心にご意見をいただきたい。 

 

2 各部から 

（企画部） 

・公共施設及びイベントの対応方針の変更を行う。 

・午後 8 時までに休館等を午後 9 時以降のご利用はお控えいただく旨に変更する

など 

・HPは本日中に更新する。 

 

（環境共生部） 

・火葬件数が 2月に増加したが、3月は落ち着いている 

いずれかに該当する場合は「主な内容」欄に意

見要旨を記載 



・花見等については、張り紙のみでロープは張らない予定。人の様子を見て適宜対

応を変更する。 

 

（産業スポーツ部） 

・ファーマーズセンター、調理室を開放、飲食禁止の条件付き。 

 

（健康福祉部） 

・介護予防さわやか健康体操を再開。 

・各福祉センター、福祉支援センターを夜間の利用停止。 

 

（子ども部） 

・事前予約制、施設内飲食禁止の継続は各施設の実情に応じて柔軟に判断。 

・国の特別給付金についても至急対応予定。 

 

（学校） 

・緊急事態宣言解除後の教育について、臨時会を開催し協議。学習活動について

は 3学期の残りの期間は、飛沫対策をしてもなお感染リスクが残る活動は控える。 

・卒業式はこれまで同様。密を避けて短時間、保護者中心に行う。 

・春休みに入るため、ご家庭での感染症対策について呼びかけを行う 

 

（生涯学習） 

・学校体育館、の開放を 9時までにして再開。 

・大成荘も利用再開。シーズンなのと、最後ということもあり、盛況である。50％制

限なので問題はない。 

・公民館等の貸室夜間利用においても 9 時までとするが、他施設と歩調を合わせ

る。 

 

3 宣言解除後の「日野市特措法新型コロナウイルス対策本部」について 

・特措法の文言を、法定設置の意味を込めているが、現在のかたちに準じて継続し

て設置していきたい。名称は「日野市新型コロナウイルス対策本部」となる。 

 

4 その他 

（健康福祉部） 

・クラスターを受けて感染者数は増にある。ステージ 3 の自治体と取り上げられた



が、クラスターは終息に向かっている。 

・ワクチン接種について関心が高まっている。積極的に情報発信を。 

・高齢者施設の接種開始も、数字と共に随時情報を出していく。 

 

（病院） 

・医療従事者へのワクチン接種は、3/12の試験接種を含めて第 1回目の接種を実

施中であり、3/19 までで約 260 名が接種を終えた。なお、副反応は「じんましん」

（女性）の 1件が確認された。 

 

作 成 者 総務課 永尾 

 


